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厚 生 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日 

  令和６年１月２５日（木） 

２ 開会場所 

  第一委員会室 

３ 出席委員（８名） 

  委 員 長    吉 村  美 紀 

  副委員長    関 川  けさ子 

  理  事    のぐち  けんたろう 

  理  事    高 山  かずひろ 

  理  事    たかはま なおき 

  理  事    松 丸  昌 史 

  理  事    浅 田  保 雄 

  理  事    山 本  一 仁 

４ 欠席委員 

  な  し 

５ 委員外議員 

  副 議 長    田 中  香 澄 

６ 出席説明員 

  竹 越  淳   福祉部長兼福祉事務所長 

  鈴 木 裕 佳  地域包括ケア推進担当部長 

  矢 内 真理子  保健衛生部長兼文京保健所長 

  木 村   健  福祉政策課長 

  瀬 尾 かおり  高齢福祉課長 

  阿 部 英 幸  介護保険課長 

  熱 田 直 道  生活衛生課長 

  小 島 絵 里  予防対策課長 
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  内 宮 純 一  新型コロナウイルス感染症担当課長 

  大 塚 仁 雄  保健サービスセンター所長 

７ 事務局職員 

  事務局長     小 野 光 幸 

  主  任     宮 川 美 帆 

  係  員     玉 村 治 生 

８ 本日の付議事件 

  (1) 理事者報告 

   1) 旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷及び文京白山高齢者在宅サービスセンター 

     等の土地建物及び建物の貸付に関する事業継承者の選定について 

   2) 旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷の大規模改修について 

   3) 湯島三丁目地域におけるネズミ緊急対策について 

   4) 文京区感染症予防計画（案）について 

   5) 乳幼児健康診査の検査項目の変更について 

  (2) その他 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

午前  ９時５７分 開会 

○吉村委員長 それでは、時間前ではございますけれども、委員は全員おそろいですので、厚

生委員会を開会したいと思います。 

 委員は全員出席です。 

 理事者につきましては、関係理事者の出席をお願いしております。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○吉村委員長 理事会についてですが、必要に応じて協議して開催したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○吉村委員長 本日の委員会運営について。理事者報告５件、部ごとに報告を受け、質疑は項

目ごとといたします。なお、報告事項１と２は関連する内容のため、一括して質疑を行いま

す。その他、委員会記録について、閉会、以上の運びにより本日の委員会を運営していきた

いのですが、よろしいでしょうか。 
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（「はい」と言う人あり） 

○吉村委員長 本日の委員会は正午までであり、会議時間の延長を行わないこととなっており

ます。各委員及び理事者の皆様には、質問・答弁など簡潔明瞭に行い、本委員会が円滑に運

営されるよう御協力をお願いいたします。 

 関川副委員長。 

○関川副委員長 委員会の報告に入る前に、私のほうから御意見を申し上げておきたいんです

が、今回、通年議会ということで、五つの案件が出されましたけれども、やはりこれを２時

間でやるということ自体が到底無理だというふうに思いますので、今回は五つということに

なりましたけれども、次回からは精査をして、たくさんの内容を２時間でやるということ自

体が無理なので、ぜひ、その辺は御意見として申し上げておきます。お願いします。 

○吉村委員長 今回は５件あるということで、皆様、ぜひ簡潔明瞭に質疑を行っていただいて、

御協力いただきたいと思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○吉村委員長 それでは、福祉部から２件。 

 まず、報告事項１、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷及び文京白山高齢者在宅サー

ビスセンター等の土地建物及び建物の貸付に関する事業継承者の選定について、報告事項２、

旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷の大規模改修についての説明をお願いいたします。 

 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 それでは、まず、資料第１号、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷

及び文京白山高齢者在宅サービスセンター等の土地建物及び建物の貸付に関する事業継承者

の選定について御報告いたします。 

 本件につきましては、昨年11月の厚生委員会で御報告後、後継法人選定手続の対応状況等

について報告するものでございます。 

 １の概要でございますが、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷及び文京白山、文京向

丘、文京本郷高齢者在宅サービスセンターに係る土地建物及び建物の使用貸借契約につきま

しては、契約期間満了前の解除となりますため、当該施設の事業を継承する法人、後継法人

の選定を行います。 

 ２の継承する事業でございますけれども、(1)使用貸借契約に基づく以下の事業、大規模

改修に関する対応も含みます。アとして、介護福祉施設サービス、特別養護老人ホーム、イ

として、短期入所生活介護（ショートステイ）、ウとして、通所介護（デイサービス）、エ
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として、認知症対応型通所介護（認知症デイサービス）。(2)上記(1)のアの運営の下に区が

委託する事業、富坂地域包括支援センター（高齢者あんしん相談センター富坂及び分室）業

務委託。それから、(3)の上記(2)の受託により実施する事業、介護予防支援事業（介護予防

プラン作成）。(4)上記(1)、(2)の運営に併せて区が委託する事業、こちらにアからキまで

記載のとおりでございます。それから、(5)文京区シルバーピア条例施行規則及び文京区す

まいる住宅登録事業実施要綱により委託する事業、入居者の生活援助及び日常的なシルバー

ピア維持管理でございます。 

 次のページを御覧ください。３の選定方法でございますが、現在の運営法人による契約解

除予定日は、書面により解除の申出があった日から１年６か月後、令和７年４月11日である

ため、円滑かつ可及的速やかに後継法人を選定しなければなりません。このため、現に区内

において地域包括支援センターの運営を受託していない法人で、系列法人も含めますが、以

下のいずれかに該当する法人に意向を確認した上で選定手続を行ってまいります。 

 (1)としまして、区内において介護保険の施設サービスの運営実績がある法人、系列法人

を含みます。(2)として、小日向二丁目国有地における特別老人ホーム等整備・運営事業者

公募要項に基づき応募した事業者のうち、主たる事務所が東京都、埼玉県、千葉県または神

奈川県に所在し、かつ、地域包括支援センターの運営実績がある法人、こちらも系列法人を

含むものとします。 

 ４の事業提案でございますけれども、使用貸借契約が契約期間満了前に解除となった経緯

を踏まえまして、後継法人の選定に当たりましては、上記２(1)の運営について提案を受け

るものでございます。大規模改修に関する対応も含むものといたします。 

 ５の今後のスケジュールでございますが、１月に法人への意向確認を行ってまいります。

３月に選定に必要な書面の提出を受けます。令和６年度になりまして、後継法人選定及び決

定を行い、議会報告の上、使用貸借契約及び事業運営等に関する協定を締結し、事業継承手

続を行い、後継法人による運営を行ってまいります。 

 資料第１号の報告は以上でございます。 

 続きまして、資料第２号、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷の大規模改修について

御報告いたします。 

 本件は、昨年６月の厚生委員会で御報告後、基礎調査委託受託事業者から中間報告書が提

出され、その内容を踏まえて改修工事の実施方法等を決定したため、報告するものでござい

ます。 
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 １の概要でございますが、区有施設であります、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷

につきましては、昨年９月から大規模改修計画策定及び基礎調査委託を実施し、構造上の制

約に起因する課題を整理しつつ、具体的な改修方法等を検討しているところでございます。 

 受託事業者が当該委託に基づく現地確認等を行った結果、施設の構造及び必要となる改修

工事の範囲から、入所者が施設に居ながらの状態で実践することが難しいため、入所者の移

転を前提にして基礎調査等を進めることについて、区側の了解を求められたものでございま

す。 

 当初、区としては、受託事業者によります基礎調査等を踏まえて大規模改修工事の工事手

法を決定する予定でございましたが、このたび、受託事業者から求められた確認内容を踏ま

えまして、入所者移転を前提とした大規模改修を実施する方向で具体的な検討を進めていく

ことといたします。 

 ２の工事手法の周知方法でございますが、区ホームページに掲載するとともに、対象者別

に周知を行ってまいります。(1)としまして、白山の郷入所者及び家族に向けては、運営法

人の協力の下、説明会を開催しております。(2)入所希望者で、入所希望者名簿登載者には、

個別に通知文をお送りいたします。それから、新規申込みの入所希望者には、施設での入所

申込み受付時に御案内をさせていただきます。 

 ３の今後のスケジュールでございますが、今月から入所者及び家族への説明会を開催する

とともに、区ホームページによる周知、入所申込み受付の案内等を開始をいたします。入所

希望者名簿登載者への個別通知も併せて発送させていただきます。３月に白山の郷の基礎調

査が終了いたします。令和６年度以降に基本設計・実施設計を行います。令和８年度以降、

大規模改修工事を開始をいたします。 

 ４のその他でございますが、白山の郷入所者につきましては、大規模改修工事を開始する

前までに、区内の特別養護老人ホームに移転できるよう調整をしてまいります。 

 資料第２号の報告は以上でございます。 

○吉村委員長 それでは、報告事項１、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷及び文京白山

高齢者在宅サービスセンター等の土地建物及び建物の貸付に関する事業継承者の選定につい

て、報告事項２、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷の大規模改修についての御質疑を

お願いいたします。 

 御質疑がある方は挙手をお願いいたします。 

 たかはま委員。 
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○たかはま委員 本年もよろしくお願いいたします。 

 ４点質問させていただきたいと思います。 

 まず、二つなんですけれども、資料第１号のところで、継承する事業がすごく多岐にわた

るなといったところで、これを丸っと受けてくれる事業者さんの負担ということを考えると、

(1)から(5)まで全部ではなくて例えば、特別養護老人ホームの運営だけを募集する。それか

ら、ほかの例えばシルバーピアの運営みたいなところは別のところが運営するというような、

切り分けて募集するというところもありなのではないかなと思ったんですけれども、その考

え方をお伺いしたいと思います。 

 次が、３番の選定方法のところです。これの条件が区と関わりのある事業者さんというふ

うに読み取れたんです。これが区の募集する事業として正当なものなのかというところの考

え方をお伺いしたいと思います。 

 小日向のところで手を挙げてくださった業者さんというふうに書いてありますけれども、

例として小日向の募集資格を挙げますと、３点ありまして、社会福祉法人であることと、介

護保険サービス事業で違反していないこと、それから、東京都の基準を満たしていること。

これを満たしていればどなたでも応募できるというものだったと思うんですけれども、これ

だと、見方によっては区のほうで恣意的に選んでいるんじゃないかというような言い方もで

きるんじゃないかなと思うんです。その見解をお伺いしたいと思います。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 まず、継承していただく事業についてでございますが、基本的にはこち

らに記載のとおりの全ての事業を後継法人のほうには受託して対応していただきたいという

ふうに考えてございますけど、そこについては、また、後継法人と協議をする中で、その条

件等は精査といいますか協議をしながら対応していこうと思っております。 

 それから、選定方法につきましては、本来であれば、公募手続による手続を進めていくべ

きところではありますが、契約解除予定日が令和７年４月11日ということで、限られた期間

の中で可及的速やかに選定手続を進めていくために、今回は非公募の手続の中で、まずは区

内で施設サービスの運営実績がある法人、なおかつ地域包括支援センターの受託をしていな

い事業者となりますと、数法人しかないという状況でございます。それだけの条件では数が

少ないというところもございましたので、今回、別件ではございますが、直近で小日向二丁

目国有地の公募のほうに応募いただいた事業者、その選定の中で、財務状況ですとか運営実

績、運営方針など、応募書類で確認をさせていただいております中で、その中で後継法人と
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なり得る法人が幾つかあるというふうにこちらとしては認識をいたしましたので、当然、そ

の書類については目的外の使用になってしまいますので、個別に今回の件について区議会並

びに区民の方に周知をする際に、該当する法人のほうに意向を確認する中で、そういった手

を挙げていただけそうな法人の方には、そういった資料については、この件で活用させてい

ただきたいという同意を得た上で、活用する方向で考えております。 

 そういった形で、時間的な余裕がない中で、今回、選定手続を進めていかなければいけな

いというところで、やはりそこは利用者、御家族様も不安に思われているところでございま

すので、なるべく区としても早めに選定を終えたいというところで、今回はこのような選定

方法に限定をさせていただいたというところもあります。 

 あと、小日向二丁目については、一応、全国、特に主たる事務所の所在地を制限なく応募

をいただいております。というところで、九州ですとか四国の法人さんもあったというとこ

ろではございますが、今回、文京区内でこういった事業を多面的に運営していただくに当た

っては、やはり本部との連携、何かあったときのバックアップ体制、そういったところは必

ず必要になってくる部分かと思いますので、そういう部分では、あまり遠方に法人本部があ

るところですと、そういった連携体制が厳しくなるというふうに思っておりますし、過去に

そのような事例もあったと区は認識しておりますので、そういう反省も踏まえて、やはり、

東京都近接県に所在する事業者ということで、今回、選ばせていただいたところでございま

す。 

○吉村委員長 たかはま委員。 

○たかはま委員 承知しました。事前に質疑させていただいたときには、継承する事業(1)か

ら(5)のところをやる理由として、私の理解としては雇用の安定も含まれていたかと思うん

です。それは区として大事にしていただきたいなと思うので、もう一言いただきたいと思い

ますが、見解を伺います。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 現在、各事業のほうで従事いただいている職員の方、当然、職員の方の

御意向によりますけれども、継続して文京区で同じ事業を担っていきたいというような御意

向がある方については、後継法人が選定された際には、その職員の方を引き続き雇用いただ

く形で、事業のほうは円滑に継続して対応していただけるよう、区としてはお願いしていく

予定ではありますが、そこはあくまでも職員御本人の意向に沿ってということで考えてござ

います。 
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 あと、本件の決定に当たりましては、今月16日に区の内部の会議でございますが、公有財

産管理運用委員会のほうに付議をさせていただいて、承認を得た形で、その後、17日の庁議

報告、今回の厚生委員会での報告という流れで進めさせていただいているところでございま

す。 

○吉村委員長 たかはま委員。 

○たかはま委員 ありがとうございます。次が資料第２号のところなんですけれども、入所者

移転の了解についてで、居ながら工事ではなくて移転をということで報告を受けたというこ

とで、区とのやり取りではあるんですけれども、ここで御報告いただくに当たっては、やは

り議会としても十分理解した上で進めていきたいなというふうに思っております。そういう

意味では、せっかくタブレットで情報をいただけるわけですから、受託事業者の報告書とい

うのはぜひつけていただきたいなと思ったんですけれども。本件だけに限らず、よく１枚だ

けで、私も今回、情報公開請求でいただきましたけれども、あとは情報公開しないと出てこ

ないという件があると、ちょっとどうなのかなというふうに思うんです。その見解をいただ

きたいのと、それから、令和８年から、工事が大体１年半ぐらいだと思うんですけれども、

その期間の費用の負担、例えば人件費だとか、そういったものの費用の負担はどういうふう

にお考えで、それを選考手続にどういうふうに盛り込んでいくのかを伺いたいと思います。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 今回の基礎調査の委託のそういった成果物につきましては、あくまでも

区と受託事業者との契約関係に基づいて提出をいただく書面というところで、それを広く公

開するという位置付けとはこちらとしては考えてございません。ただ、当然、改修方法を決

定するに当たっては重要な成果物というふうには認識してございますので、その内容を踏ま

えた区の決定としては、こういう形で丁寧に御説明をさしあげる形で、区民の皆様も含めた

御理解をいただくような形で努めていきたいと考えております。 

 それから、実際の改修工事に至るまでの間のところの対応については、今後、その部分に

ついても、これから選定手続の中で、それぞれの法人からどういう形で運営をしていただく

のかというところを、その法人の状況に応じてそこは御提案をいただく予定でございます。

その中で、選定した後に区と協議しながら、細かい条件面については協議をしながら検討し

ていきたいというふうには考えております。 

○吉村委員長 たかはま委員。 

○たかはま委員 承知しました。御事情は十分理解しているんですけれども、区の認識が、業
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者からこのほうが楽なのでやらせてくださいとお願いされたから区は了承したのか、あるい

は、エレベーターが１台しかないじゃないですか。１台しかないから、これだと入所者さん

に負担もかかるし、工期も延びるし、移転はしようがないよねというふうに理解して議論を

進めるのかによって、全くその受け止めが違ってきますし、私たちも区民の皆様に説明する

必要もありますので、ぜひ資料の充実は今後必要だと主張はさせていただきます。 

 以上です。ありがとうございます。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 今回、居ながら改修工事は難しいと判断した状況としましては、やはり

その前の前例としましては、くすのきの郷で居ながら改修工事で対応させていただいたんで

すが、くすのきの郷の場合には施設内に余裕スペースもございましたというところで、仮の

居室をつくって、順次、移転をしながらということで工事ができましたし、あと、エレベー

ターも２基ございましたので、１基ずつ、工事用と入所者の対応用ということで動線をきっ

ちり分けて工事をすることができたという、そういう設備面での条件が整っていたというと

ころで、そういった工法を採用させていただいたんですけれども、今回の白山の郷につきま

しては、敷地的にもかなり余裕スペースがなくて、資材置場等の確保が難しいですとか、あ

とエレベーターもメインのものが１基しかないというところで、そこをうまく動線を分けて

するというのはかなり難しいというところを考え、受託事業者としては判断をいただいたと

いうところです。 

 あと、今回は全面的に床、天井、壁、全部を剥がした状態で、本当に躯体だけを残して全

部やり替えるような工事を想定していますので、そういったことを考えると、かなり入所者

に対して負担が大きくなるというところを総合的に考慮して、今回は居ながら改修は難しい

という判断をさせていただいたところでございます。 

○吉村委員長 続きまして、松丸委員。 

○松丸委員 非常にこれ、前回の去年の報告があって、今回、こういう形で急いで、何という

んですかね、次の事業承継のもう日程が決まっているのでね、どうしても前倒しをしてやっ

ていかなきゃいけないと思うんですけれども、ただ、一つ懸念するのは、この継承する事業

者自体が、今、言った条件で、限られた条件の中で、それも限定されると。いわゆる応募者

もね。そうなってくると、もう少し例えば広い範囲で全国的に、ある意味では応募するとこ

ろを広げてもよかったんじゃないのかなとは思うんだけれども、その辺の議論というのはき

ちっとされて、その運営する委託事業者が、今さっきも言いましたように、ある程度、限定
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されちゃうわけですよね、エリア的にもね。それで、いわゆる小日向のあれも対象に入った

んだけど、その辺の、もう少し広い範囲で募集をしていってもよかったのではないのかなと

いうふうにも一方では思うんだけれども、その辺はどういう議論だったのかということと、

もう一つは、今回はいわゆる大規模改修も伴うあれなので、非常に大きな事業というか、負

担になる部分というのはあるのでね、その辺は、ある程度広い範囲で声をかけるべきじゃな

いかなというふうには思うんだけれども。 

 さらに、２番目の報告事項でもあったんだけれども、入所者との、既にもう説明会という

のはやっていると思うんですけれども、その中でどういった意見というか、いろいろな危惧

される部分もあると思うんですけれども、そういう意見が、どんな意見が出てきているのか

ということですかね。その辺をまずお聞きしたいと思います。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 公募でやる、手続を進める場合には、まずは公募要領を策定した上で、

それから広く周知をして、説明会を行って、選定手続ということで現地確認を行いながら選

定をするということで、時間的に半年以上はかかるというふうに見込んでおります。今から

着手しようとすると、そのぐらいの時間軸を考えると、もう、ぎりぎりのところで後継法人

が決まって、それから事業引継ぎとなりますと、かなりタイトなスケジュールになってしま

うということも鑑みまして、今回については、こういう公募によらない手続の中で条件設定

をさせていただいて、区内に関わりがあったり、運営実績があるというところを重視して、

今回は条件を設定させていただいたところです。 

 説明会については、先週、16日、21日、23日の４回開催させていただきましたけれども、

やはり一番は後継法人が見つかるのかというのを心配される声がまずはありました。それか

ら、特別養護老人ホームの入所の方については、移転するといっても自分たちで探さなきゃ

いけないのかとか、そういう対応はどういうふうに進めてくれるのかとか、あとは、もし後

継法人に引き継がれた場合に、サービス提供の質の確保ですとか、あと利用料金は変わって

しまうのかとか、そういったところ。あと、通所サービス、デイサービスについても同様に、

法人が変わったとしても引き続き利用させていただけるのかというところを特に心配されて

いる声がございました。 

○吉村委員長 松丸委員。 

○松丸委員 分かりました。確かにタイトな状況の中でやらなきゃいけないというのは十分分

かるんだけれども、今、こういう意味では、全国的に今後、国も、介護事業者の従事者の報
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酬も上げていく等々、いろいろな、国もそれなりの一定のあれに取り組んでいるんだけれど

も、そういう中で、広く声をかけて、やる気のあるところだよね、やる気があって質がいい

ところがきちっと決まれば、それにこしたことないんだけど、そういう事業者をきちっと選

定するということが区の最大の責任でもあるのでね、そこはやっぱり慎重にやっていっても

らいたいかなと。限られた中でというよりは、もう少し広げてやったほうがいいんじゃない

かなというのは個人的な考えなんだけれども。 

 あともう一つは、今回、居ながら工事じゃないから、当然、今ある区の特別養護老人ホー

ムの中で空いているところに今の人たちを割り当てて入れていくということ、割り当ててと

いう言い方はおかしいけど、空いているところから入れていくわけじゃないですか。そうす

ると、従来、この特別養護老人ホームに申し込んでいる人がいて、その内容にもよるんだけ

ど、当然、その人たちの順位が下がっていくわけだよね。こっちの人が、まず白山の人たち

が優先的なわけだから。そうなってくると、その辺の不都合な部分じゃないけれども、なか

なか、今、全部でどうなの、待機者が三百何人ぐらいか、これはいろいろ幾つか申込みをし

ているから、その辺も前回の去年の報告でもあったように、申込み自体の制度を変えていく

から、あの中でかなり人数的にも絞られていくと思うんだけれども、そういった中でも、今

まで一生懸命順番を待っていた人が少なからずも遅れちゃうことはあり得るわけだよね、こ

うなっちゃうとね。その辺はどういうふうに対応していくのかということをちょっと。 

○吉村委員長 瀬尾高齢福祉課長。 

○瀬尾高齢福祉課長 現在の申込み待機者人数につきましては、令和６年１月で349人いらっ

しゃいます。全体で。現在、白山の郷に入居されている方が50人ということで、人数的には、

施設としては、それほど大規模なところではないということにはなりますが、移転につきま

しては、実際、工事が始まるまでにということになりますので、期間的な猶予はございます。

毎月平均して、概算で言いますと、白山の郷で大体三、四人入れ替わりがございます。この

方々が抜けていったとしても、それなりの人数につきましては移転していただくことにはな

りますが、現在の50人がそのままということにはなりませんので。そのほかに文京区内に、

今、全体で特別養護老人ホームが８か所あって、白山の郷以外ですと７か所ということにな

りますので、そちらの施設それぞれの状況と、あと御本人様と御家族様の御意向を伺いなが

ら、期間はすぐというわけではなくて長めに施設も御覧になりながら、いい場所を探してい

ただきたいなと思っています。 

 確かに、待っていらっしゃる方には、そういった御事情は説明しなくてはいけませんので、
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待機者の方にも一定の説明、また、あとはホームページなどでもそういった御説明はしてい

きたいと思っております。 

○吉村委員長 松丸委員。 

○松丸委員 そういう意味では、今、課長が言われたように、待っている待機者の人たちの中

でも、当然、緊急度の高い人も中にはいる部分であって、状況が日に日に変わっていくから、

ある意味ではね。今まではそうでなかったんだけれども、今年になってから緊急度がぐっと

上がっちゃうという人も当然出てくるので、その辺の両方を、今、白山にいる50人の人もそ

うだけれども、今、登録して待っている人たちのそういう思いも両方を加味しながらうまく、

何ていうのかな、入れていかなきゃいけない。結構、これ大変な作業になっちゃうのかなと

思うんだけれども、その辺は、さっきのお話じゃないですけれども、よく御家族なり、また、

今、申し込んでいる人に関しては、丁寧に寄り添ってやってあげるということが、今回のこ

の移転に伴うあれの最大の大事な部分なのかなと思うので、そういうことで不満が起こるこ

とがないように、そこは何回も言うようですけれども、丁寧に実施をしていっていただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○吉村委員長 続いて、高山（か）委員。 

○高山（か）委員 おはようございます。今、松丸委員とたかはま委員が私の聞きたいことを

御質問していただいたので、関連するんですけれども、やっぱり、御利用されている、今、

入所されている方が一番不安に思っておられると思うんです。ほかのところに移ったとして

も、同じサービス、質も含めて受けられるのか。料金的なものも、値上がりとかしないよう

にちゃんとして入所できるのかというところが一番不安だと思うんですが、そのあたりの御

対応と、あと、すみません、１点だけ、今、借受けしていただいている福音会さんですね。

もともとのこのお話が、安定的な収益が見込めないというところから、多分、いわゆる撤退

ということになったんだと思うんですが、ですよね。次、新しく選定される業者さん、社会

福祉法人さんが、安定的に収益が見込めるように続けていけるというところを、何か根拠的

なものというか、コロナ禍だから、こういうサービスがなくなったから収益が落ちたという

のも分かるんですが、なくなったから、じゃあ、必ずこれから長く続けていっていただける

んだという何か根拠的なものというのは、何か文京区のほうではお持ちなんでしょうか。 

○吉村委員長 瀬尾高齢福祉課長。 

○瀬尾高齢福祉課長 前段の移転につきましてお話しします。こちらのほうは、以前、大塚み
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どりの郷の改修のときにも、一定、入所者の方の移転につきましては優先という形をとって

ございましたので、それに基づいた検討をしてまいりたいと思っております。入所者の方か

らも、御家族からも、御不安になっているのは、やはり料金ですとか質の確保の面なんです

けれども、移転そのものにつきましては、なるべく御負担のないようにということで区で考

えてまいりたいんですけれども、新たな施設に移った場合には、そこは新たな契約になりま

すので、新たな施設での料金体系、また、施設のほうで利用いただくことになりますので、

そこは御納得の上で入所につなげたいと思っております。ただ、介護保険のサービスですの

で、そういった大きく違ったりはしないはずなんですが、各施設ごとの差は当然ございます

ので、それも丁寧に御説明しながら進めていきたいと思っております。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 後継法人に引き継がれた後のサービスの質の確保、料金体系のところに

ついては、引き続き、こちらの土地・建物については区から無償で貸与する形で、その施設

のほうを運営していただく中で、引き続き、今と基本的には同じ料金体系、サービスの質を

維持していただくよう、区としてはお願いする予定でございます。 

 また、今回、大規模改修をすることによって、特に１階部分のところについては新たな事

業を取り入れるような提案も幾つか委託事業者のほうからいただく予定でございます。それ

を踏まえて、後継事業者のほうがどのような事業を取り入れていくかというところも踏まえ

て、収支状況が改善するような施設運営に資する改修を行っていく予定でございますので、

そういう中で、そういった経営状況については、安定した運営ができるものというふうには

こちらとしては考えてございます。 

○吉村委員長 大丈夫ですか。 

 続きまして、山本委員。 

○山本委員 この１番目のやつですが、いろいろな困難があったと思いますけれども、こうい

った形で、新しい事業者を選定することになりましたけれども、まずは、そういったしっか

りした事業者が選定されるということを望むということと、あとは、居ながら移転ではない

ということですから、不安や、また、いろいろな御不便がなるべくないように、利用者の方

に寄り添っていただきたいということでございます。 

 私、最初のほう、実は認識がちょっと違っていまして、いろいろな方からのお話や御意見

や町のうわさなどを聞いて、事業者が急に受けられなくなったと、経営状況の関係でという

ことで、次の事業者はどこかに指定して事業者が変えられたというような話もあったんです
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が、課長と話した中でいろいろな話を聞いて、区のほうも大変困ったと。いろいろなうわさ

が飛び交って大変な状況だった中で、一定、交通整理をして、こういった形で１年半前の告

知ということで理解をしていただいて、事業者さんと今後の選定に向けて頑張っていただい

たことに関しては非常によかったなというふうに思っております。 

 選定方法のところについてですけれども、この３番目に書いてありますけれども、区内で

実績がある法人とかいろいろ書いてありますが、ちょっと一点気になるのは、３番の(1)の

前だな、このくだりの文章のところで、「現に区内において地域包括支援センターの運営を

受託していない法人（系列法人を含む。）」、ここが実は気になりまして、広くいろいろな

事業者に声をかけて公募するといった中で、ここだけ若干縛り的なものをかけているという

ふうに思うんですけれども、具体的にここに「地域包括支援センターの運営を受託していな

い」というのは、この理由が何でこうなったのかというところを詳しく御説明をいただきた

いというふうに思いますが。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 現に区内で地域包括支援センターの受託をしていないという条件を設定

させていただいたところは、区内に四つの圏域がありまして、その圏域ごとにそれぞれ別の

社会福祉法人が地域包括支援センターを受託をして運営をいただいているところでございま

す。ですので、そういう形で、各法人の特色を生かした、地域の特色を生かした運営をして

いただきたいということで、それぞれ圏域ごとに別の社会福祉法人さんのほうに運営をして

いただきたいということもありますし、今回のような、もし仮に二つの圏域を受託をしてい

ただく場合に、事業撤退みたいなことになってしまいますと、影響がかなり大きいというこ

とも、そういうリスク分散というところの観点も鑑みまして、区内でまずはそういった受託

をしていない法人でという前提条件の中で、条件のほうを設定させていただいたところでご

ざいます。 

○吉村委員長 山本委員。 

○山本委員 やっぱり気になるんですね。私、知らなかったんですけど、４圏域ごとに別の法

人を、地域特性を生かしてということで決めているという決まりでやったということなんで

すけれども、それはそれといたしまして、ここに具体的に地域包括支援センターを受託して

いるところは駄目だよというところなんですけど、今の話ですと、リスク分散という観点も

分かるんですけれども、実際にその４法人が４地域の中で、私は具体的に調査をしたわけじ

ゃないですが、きっと大きなトラブルや事業的な経営的な問題はどちらもないというふうに
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思うんですけれども、そういった中で、なぜそこまで狭める必要がこの中であるのかなと。

(1)、(2)はよく分かるんですね。もちろん、(1)は区内において実績がある法人とか、こう

いうあたりは、そのあえてくだりの中にそれを前提条件として狭めるようなことを入れたと

いうことに関して、いま一つこう納得ができかねるところなんですけれども、もう一度、こ

れ例えば区内圏域の実績調査をして、調査はしなくても、大体、日頃の活動の中で所長から

お話も来ていると思うし、いろいろなことが分かっていると思うんですけれども、そういっ

た中で、何も狭めてやることもないと思うし、例えば狭めるんだったら、体力の規模、年間

の売上げ実績ですとか、法人の数ですとか、あと区内における実績、これは１番目に書いて

ありますけど、これでいいんじゃないかと思うんですけど、何であえてくだりに地域包括支

援センターに入っているのは駄目だというのがちょっと納得できないので、もう少し納得の

いく説明をお願いしたいというふうに思います。 

○吉村委員長 鈴木地域包括ケア推進担当部長。 

○鈴木地域包括ケア推進担当部長 介護保険課長も答弁いたしましたが、やはり私ども４圏域

でそれぞれの運営法人がいて、地域包括支援センターも、毎月、定期的な会合を開き、また、

いろいろなことを実施するときにも、４法人が集まっていろいろなアイデアを出しながら事

業の方向性等を決めております。そういうことでは、やはりそれぞれの法人のよさを生かし

て、区とタッグを組んで連携を組んでという形で地域包括支援センターを運営しています。

皆さん御懸念のとおり、今回の公募につきましては、ほかと大きく違うのは、やはり地域包

括支援センターを運営していた法人が撤退するというのが非常に大きな問題でした。この包

括がついているからこそ、委託している事業数も相当多くて、かなりこれは全国で運営して

いる地域包括支援センターと全く違う、もっと責任の多い運営を文京区はしております。そ

のような状況も踏まえた上で運営していただくためには、やはり文京区をよく分かっていら

っしゃる方に入っていただいて、なおかつ皆さんが御懸念の経営状況も見ながら進んでいく

ということがございます。ですので、なぜかということで御疑念を持ったということですけ

れども、包括をもって、やはりそれぞれの法人と協議しながら、進みながらというところと、

それと、そこに核となる旧区立の建物があって、そのエリアを運営していくというようなス

タイルをずっととってきましたので、そちらの流れが崩れないようにこのような形を考えさ

せていただきました。 

○吉村委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、今のこの撤退する運営法人さんに責任をなすりつけるわけじゃない
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ですが、今の運営法人さんの撤退が、やっぱり区や、そして区民の皆様に大きな大きな影響

を与えてしまったという理解で、私はこの今回の在宅サービスセンターも絡んでいたので、

そういった失敗が二度とあってはいけないという意味でこの文章が入ったという認識でよろ

しいですかね。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 そうですね。今回の件については、本当に利用者、御家族の皆様、それ

から区民の方に多大なる御心配等をおかけしたというところは、区としても反省をしている

部分もございますので、そういうことが今後二度と起こらないようにするために、今回の選

定の中で、より確実な後継法人を選定していく中で、しっかりと運営を引き継いで、区民、

御利用者の方が安心してサービスの提供が受けられるように、こちらとしては対応していき

たいというふうに考えております。 

○吉村委員長 山本委員。 

○山本委員 時間もないので、分かりました。きっと、そういった流れの中で、庁内の中で必

要な手続を踏んで、契約委員会ですとかそういうのがありますけれども、そういった中でや

ったというふうに思いますから、ここで私が言って、もう一度考え直してもらいたいなとい

う気持ちもあるんですが、それは恐らく無理だと思うので、また今後の次回や機会があった

ときに、また意見として頭の隅に置いておいていただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○吉村委員長 浅田委員、お願いします。 

○浅田委員 前回の厚生委員会でも触れさせていただきましたけれども、今回のこの事態で新

しい事業者さんを募集する、それはもうおやめになるから、それはやらなきゃいけない、そ

れは分かります。ただ、どうしてこんな事態になったのかという反省については、私はきち

っと解明すべきではないかというふうに思うんですよね。何が問題だったのかということな

んです。 

 私は、介護保険制度の下で、この特別養護老人ホームを含む福音会さん、この事業者さん、

何か地域の利用されている方から批判とか悪口とかというのはほとんど聞かないですよね。

むしろ、本当によくしていただいているという声しか聞かない。だけれども、その福祉法人

が文京区に、ある意味、何も相談しないで、事前連絡なしで理事会を開いて、それで撤退を

決めるというような事態は、これはやっぱり異常な事態だと思うんですよね。つまり、介護

保険制度というのは、所管と、文京区と、事業者さんと、そして利用者さん、これが本当に
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もう二人三脚で運営されていく制度だし、やっていかなきゃいけない課題だと思うんですよ

ね。だけれども、今回、こういう事態になっているということについては、本当に何が問題

だったのかということについては、私はぜひ解明していただきたい。もしですよ、福音会さ

んのほうにこうこうこういう問題があったというのであるならば、それはそれではっきりし

ていただいたほうがいいと思うんですよ。文京区のほうに何か改善すべき点があるんだった

ら、それはそれで明らかにしないと。つまり、新しい事業者さんが決まっても、あるいは、

大規模改修にしても、今後、千駄木へと続いていくわけですよね。万が一、同じようなこと

がね、何らかの問題が繰り返されるのであれば、それはまた利用者さん、区民の皆さんにと

っても不都合なことになると思うんですよ。この点については、ちょっと総論で申し訳ない

ですが、所管としてはどのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 今回、福音会、現在の運営法人の状況として、コロナ禍の影響で、特に

デイサービス等の利用率が７割ぐらいに落ち込んでしまって、なかなか回復が見込めなかっ

た。それから、人件費もかなりかかってコスト的に増えて、退職された方の補充のために人

材派遣会社等に委託を、そういった手数料を払って雇うという中でコストも上がってしまっ

たという中で、収支の状況については、ここ数年、よくない状況が続いているということは、

法人のほうから区としても報告を受けていた状況です。その部分については、区としても、

そういう認識ではございましたし、法人の努力で、その部分を何とか改善を図っていただけ

るものとこちらとしては思っていたところでございますけど、その辺の認識のところがちょ

っと区としては甘かったというところでは、説明会の中でもそういう御意見もいただいてお

ります。区のチェック体制がちゃんとできていたのかという厳しい御意見もいただいており

ます。そういった部分を踏まえて、今後はそういうことがないように、その反省を踏まえて、

こちらとしては対応していく所存でございますし、今後、大規模改修等も踏まえて、そうい

う施設の運営がしやすいような、収支が改善するような設備関係を整えて、後継法人には運

営をしていただく予定でございますが、運営に当たっては、またそういった協議をする中で、

諸条件を整理して、後継法人がより安定的に運営ができるよう、区としても双方で協議しな

がら検討していきたいとは考えてございます。 

○吉村委員長 浅田委員。 

○浅田委員 あまりないんですけれども、今、言われたように、コロナ禍においてデイサービ

ス等で、法人さんですから、収益が低下したと言われますね。私はほかの民間事業者さんに
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話を聞いても、それは全く同じだったんですよ、条件は。これは私は客観的に言いたいので、

あえてきついことも言わせていただきますけれども、ほかの民間の、うちだって一緒だよと

言うんですよ。何で福音会さんだけが大変なんですか、うちだって大変ですよという言い方

をされます。だけれども、一方で、その福音会さんは、それが相当な深刻な事態になっちゃ

っているわけですよね。福音会さんからすると。その問題に区としてどういうふうに関われ

ているんですかというふうに私なんかは思っちゃうんです。 

 これは本会議でも質問させていただきましたが、これはどの事業者さんも、特に特別養護

老人ホームさんのほかの方からもお話を聞いたらそうですけれども、介護人材、これが本当

に集まらない。じゃ、区としては、例えば家賃の補助だとか様々なこと、それはどこも共通

にしていただいている。これはいいんです。だけれども、介護保険制度の下だったら、これ

は必要なスタッフを基準として決めなきゃいけない。そうじゃないと、特別養護老人ホーム

は認められないわけですから、決めなきゃいけない。じゃ、人をどうするかと言ったら、基

準だったら原則で入所者３名に対して１名というような基準があって、人を置かなきゃいけ

ない。じゃ、派遣会社から人を入れていると。幾らですかと聞いたら、2,300円から2,600円、

プラス手数料も払わなきゃいけない。その方々には家賃補助だとかというのは適用されない

んですね。なおかつ、人材会社に手数料も払わなきゃいけない。これは本当に高いところで

50万円、60万円を１人につき払っているというような事態が実は生まれている。そういうこ

と。もちろん、どの事業者さんにも同じように接しなきゃいけないんですけれども、この福

音会さんが撤退しなきゃいけないというほど深刻な事態に対して、ある意味、二人三脚で寄

り添ってこういった問題について、大変な問題だと思いますよ、どこまでやれているのかと

いう疑問、疑問というか反省点は、私は本当に所管としてぜひ検討していただきたい、検討

というか反省というのはしていただいて、そのことも含めて、新しい事業者さんと運営につ

いて検討していただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 確かに、収支が悪い状況、そこについてはこちらも改善を図られるべき、

そういった施設の土地・建物無償貸与ですとか、あと、運営に資するような助成をする中で、

区としては支援してきたところですし、あと、そういった住宅費の補助とかそういった部分

で、介護報酬の本体の部分については介護保険制度の中で運営されておりますので、そこに

直接、区のほうが支援するということは、その制度運営の関係上、できないことではござい

ますが、あと物価高騰支援とか、そういった側面部分で、それぞれの事業者に対して区とし
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ては支援をしてきたところでございますので、今回、厳しい状況だからといって、特定の法

人のみにそういった支援を厚くするということは、公平性の観点から難しかったなというふ

うには考えてございますが、今後の運営については、運営に資するような部分、そこは反省

点としてはこちらとしては受け止めて、検討していきたいと考えてございます。 

○吉村委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ぜひ、本当にこう、結果として利用者さんに何らかの不安とか負担が生じないよ

うにという、これはぜひお願いしたいということ。 

 一点お伺いしたいのは、先ほど、今度はどこだ、白山の郷の大規模改修で、これも事業者

さんにやっていただくということなんですけれども、これが居ながらにして改修じゃなくて、

移転を前提にして改修をしていくということなんですけれども、ちょっとお伺いしたいのは、

そこで入所者さんがほかのところに行くわけですよね。そうすると、新しい、白山の郷を運

営されている事業者さんは、いわゆる、介護保険制度の下での収益というか、利用料という

か、それは一体どうなるわけなんですか。言っている意味は分かりますよね。 

○吉村委員長 瀬尾高齢福祉課長。 

○瀬尾高齢福祉課長 確かに、介護保険制度上、入所者がいない間は介護報酬は入りませんの

で、後継法人の方々とは、そういった部分も含めて、いつからは白山の郷を始めるか、どこ

で終わらせるかというところも相談しながら進めていくことになります。一体的にほかの事

業も併せてお願いしてまいりますので、トータルで後継法人には考えていただくということ

で、区も一緒にやっていこうということになります。 

 介護人材につきましては、全国的に足りないということで、区としてもそういった面、東

京都も踏まえて、今後、支援はいろいろ考えられていきますので、やりがいが保てるような

という部分もございますので、そういった面でも支援してまいりたいと思っております。 

○吉村委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ちょっと理解できないのは、これから、新しい事業者さんを募集しますよね。１

年ちょっと先ですけど。だけれども、工事もやらなきゃいけないわけですよね。それを相談

しながらというふうにおっしゃいますけれども、でも具体的に、この中の施設ですから、こ

ういうふうにここはこう直してほしいであるとか、ここはこうしてほしいですとかというの

は、その新しい法人さんが考えるしかないわけですよね。だけれども、実際、工事が始まっ

て２年先になるかそれは分かりませんけれども、始まっていけば、そこの収入がないわけで

すよね。そういったことを相談しながらやっていくというふうにおっしゃいますけれども、
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ちょっと普通の算数の考え方だったら、事業者さん、それはできるのかなというふうに普通

思っちゃうんですけれども、この辺についての計画というのはどのようになっているか、お

願いします。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 これから選定する法人の意向ですね、法人としてそういった工事スケジ

ュールを踏まえながら、どういう施設運営をしていくかというところは、法人のほうで一旦

は検討いただく形にはなる、そういう条件をこちらとしては提示をさせていただく中で、ど

ういうスケジュールで職員配置を考えて運営を開始をしていくのかというところは、法人の

ほうから御提案をいただきながら、具体的に区と協議してそこを進めていくことになります

ので、いろいろなパターンは想定はあるかと思いますけれども、あくまでも運営法人のほう

がどういう形で人員配置をして進めていくのか、そこはなるべく、そういう人件費負担が過

重にならないところで進めていく形になるかと思っておりますので、そこは、今後、協議の

中で検討していきたいと考えております。 

○吉村委員長 浅田委員。 

○浅田委員 ぜひ、もちろん話合いはされると思うんです。ただ、私が何でこういう質問をす

るかというと、やっぱり福音会さんが出ていったということの対応が、もしですよ、文京区

が継続した関係性でもってやるんだったら、なかなかね、またあのときに言ったじゃないか、

言わないじゃないかという話にだってね、私はなるんじゃないかなというふうに心配してい

るんですよ。つまり、この文京区が本当に事業者さんと二人三脚でやっていただきたいとい

うことを、私は本当に今回の問題を、私は反省もやっぱり必要ですし、新しい法人さんとし

っかりと話合いをしながら進めていっていただきたいということをもう本当にお願いしてね、

質問は終わりにいたします。 

○吉村委員長 鈴木地域包括ケア推進担当部長。 

○鈴木地域包括ケア推進担当部長 御心配いただきありがとうございます。今回の現在の法人

につきましては、やはり、先ほど阿部課長のほうが答弁いたしましたように、人材派遣にち

ょっと頼り過ぎたというところがあります。コロナ禍から復活して、ほかの事業者さん全部

同じ条件で、今、踏ん張るときなんですが、法人側のほうのお話を聞いていますと、法人本

部のほうが大規模改修を控えていて、そちらにかなり多額の資金を投入しなければいけない

事情があり、耐えるというところがなかなか法人全体として難しかったというお話も聞いて

おります。そういった意味では、一般的なほかの法人と同じ土俵でこの議論を進めるのはち
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ょっと難しいかなという面はあります。また、何とか立て直ししたいということで、本部か

らも人が何人か来たりとかもありました。その中で、文京エリアはかなりベテランの職員が

多かったことも人件費率が上がった理由になっていました。そういったところのバランスを

とるための人事異動が入ったりしますと、なかなか働いていらっしゃる職員さんにとっては

納得がいくかどうかというところも、推測ではありますが、退職の要因にも影響したのでは

ないかとはこちらとしては考えております。私といたしましても、就任して３年の間に施設

長は４人目になっておりますし、そのような事情はかなり、ほかの法人と比べても、特殊な

事情が背景にあった。ただ、福音会さんとしても、それをただ野放しにしていたわけではな

く、できる限り努力はしたけれども、ここが精一杯ということでお話をいただいたと思って

いますので、ほかのところで同じ事情が起きるかというと、かなり特殊要因が背景にあった

ということは御理解いただきたいと思います。 

○吉村委員長 よろしいですか。 

 それでは、関川副委員長。 

○関川副委員長 今、委員の方々から議論されましたので、大枠は分かりましたのですけれど

も、やはり福音会が継続できなかったということではね、本当に残念だなというふうに思っ

ています。白山の郷は1997年の４月にオープンしたんです。これは私たちがつくったレポー

トですが、この後ろにそびえているのが白山の郷ということで、画期的な施設ということで

ね、本当に多くの区民の方が期待を寄せて運営が始まったわけですけど、福音会さんはその

期待に期待どおり応えていただいて、食事もおいしいし、それから、介護の接遇も大変丁寧

だということで、今でも、やはりできるならば福音会さんに続けてほしいという、こういう

意見はたくさん私たちのところにも寄せられているし、先ほど阿部課長のほうからもそうい

う御意見があったということで御紹介がありましたけれども、本当に残念だなというふうに

思っています。 

 練馬と、そして町田に本部があるということで、そういうことの諸事情もあるということ

があるでしょうけれども、やはり介護人材が集まらないということではね、先ほど浅田委員

の質問の中でありましたけど、たくさんのお金を払って人材派遣会社から来てもらわなけれ

ばならないというのは、この福音会だけじゃなくてほかの法人も同じだというふうに思いま

すけど、そこのところ、法人が人材確保を良好にしていくために、これは全国的な問題です

けれども、文京区としても、この抱えている介護の事業所の責任として、その人材確保のた

めに法人が困らないためにどうしたらいいのかということはね、やっぱりもっときちっと真
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剣に、今後、考えていかなければならないことだというふうに思うんです。 

 具体的なところに入りますけれども、先ほど来から、土地と建物が区の所有だということ

で１月16日に公有財産管理運営会を開いて、そして17日に庁議で了承されたということで、

今後は介護保険課が責任を持って選定をするという、こういう状況に入っていくんだという

ふうに思いますけれども、このスケジュールですと、もう１月終わりますけど、１月に法人

への意向確認、それで３月に選定に必要な書面の提出期限ということで、あまり期間がない

かなというふうに思うんですが、先ほど来からありました３の(1)、(2)の条件ということで、

(1)については７法人ですか、小石川ヒルサイドテラス等々、あと、くすのきの郷とか千駄

木の郷等々を入れて７法人と、それから、(2)のところでは、小日向の国有地の特別養護老

人ホームの法人を募集をプロポーザルでかけてという、今のこういう状況だと思うんですが、

感触としてはどうなんでしょうか。全体合わせて、何法人ぐらいのところに声がかかって、

感触としてはどうなのかという、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 このような形で、今、報告するに当たっては、その３のほうに掲げてい

る条件に該当するような法人に、こういう形で進めさせていただきたいということでお声か

けをしていく中で、前向きな感触をいただいたところは複数ございます。まだこちらについ

ては、これから選定手続を本格的に進めていく状況のところでございますので、具体的な法

人数等については、お答えのほうは差し控えさせていただきたいと思います。 

○吉村委員長 関川副委員長。 

○関川副委員長 全国的な規模でなくて近県のところ、あるいは今まで区内で実績があるとこ

ろということで、今、選定作業を進めているということですけれども、やはり利用者の方々

にとっても、できれば区内の事業者のほうが文京区の諸事情もよく分かっていますし、そう

いう方向で検討して選んでいただくことが大事かなというふうに思うんですが、その辺のと

ころで介護保険課としては、具体的にこれから３月まで、どのようにして選定作業を進めて

いくんでしょうか。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 これから具体的にこういった書類をお願いしますとか、そういったこと

を事務的に進めさせていただいて、３月をめどに必要書類を提出いただいたり、小日向二丁

目のほうに応募いただいている方は、一部、既に御提出いただいている部分もありますので、

そういった部分は各法人の同意を得た上で、そちらの書類を活用させていただく中で、まず



令和６年１月２５日 厚生委員会（速報版） 

－２３－ 

は書類のほうを整えた上で、令和６年度になりまして、庁内のほうで選定委員会等を設置し

た上で、公平・公正に後継法人の選定の手続を進めていきたいというふうに考えております。 

○吉村委員長 関川副委員長。 

○関川副委員長 ぜひ、その辺のところでは、今までの法人さんが本当に利用者や家族の方に

対してすごくよいサービスを、家族の方も含めて感想が出されておりますけれども、よいサ

ービスを提供してきた安心できる法人だったということでは、それに替わる後継法人を選定

していただくということは、本当に介護保険課としても慎重にして選んでいただかなければ

ならないということと、先ほど来から出ています、どこも経営状況が大変だというのは、も

う今度の福音会さんだけの問題じゃなくて、都内、それから全国的な問題としてあるわけで

すから、その経営的な部分については、もうちょっと介護保険課としてきちっと把握をして、

二度とこういうことが起こらないようにしていくべきだというふうに私は思いますので、そ

の辺はぜひお願いをしておきたいというふうに思います。 

 それから、改修ですけれども、先ほど、調査の受託事業者からの要請があって居ながら工

事じゃなくしたということがありますけれども、どういう要請があったのかということと、

それから、先ほど来、天井と床を全部剥がしてというようなことで御説明がありましたけれ

ども、現在、ベッド数は60床、実際に入っているのは50床が埋まっているということですが、

大部屋を個室にしていくような形を考えているのかどうかということと、それから、大分前

になりますが、大塚みどりの郷がありましたときに、やはりここの大塚みどりの郷も60床だ

ったのが29床ということになってしまいましたけれども、その辺のところでベッド数につい

てはどのように考えていらっしゃるのかということと、個室等々の問題などについてはどう

いうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。 

○吉村委員長 関川副委員長、ほかに質問があったらまとめていただけますか。 

（「あともう一点だけ。今、答えてもらって」と言う人あり） 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 後継法人とは、新たなパートナーということで、区と二人三脚で、そこ

は新しい関係性を築きながら、利用者への安定したサービスが提供できるよう、区としても

そこは意識して対応していきます。 

 居ながら改修を断念した理由として、先ほどもちょっとお答えさせていただきましたが、

やはり敷地内の余裕スペースがなくて、資材置場等も確保ができない、それから、エレベー

ターも１基しかございませんので、工事をするとなりますと、その動線を工事の動線と利用
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者の動線をどういうふうに分けていくかというところは、かなり難しい選択を迫られるとい

うところで、かなり難工事が想定されるということで、受託事業者としては、その工法では

ちょっと現実的な対応ではないというところで、利用者が移転した状態でのスケルトンにし

た形での改修工事をお願いしたいということです。 

 一応、２階から４階に多床室が現在ありますが、区としては、基本的にそちらの多床室に

ついては維持をしていきたいというふうに考えておりますので、その中で、１階部分のとこ

ろについては、新たな提案を受ける中で改修をしていきたいというふうには考えてございま

す。 

○吉村委員長 関川副委員長。 

○関川副委員長 経営上のいろいろな方針が法人にはあるかというふうに思うんですが、やは

りベッド数を、先ほど来からありましたけど、待機者の方が300を超えて待っていらっしゃ

るという状況は依然としてあるわけですから、ベッド数をきちっと確保して工事を行ってい

くということがやっぱり大事だというふうに思いますので、その辺はお願いをしておきたい

のと、それから、区内の特別養護老人ホームに、今、入所していらっしゃる50人の方々がお

移りになるということで、実際に工事が始まるのが令和８年ということに予定ではなるよう

ですけれども、区内の特別養護老人ホームに移られて、そのままあれですか、今度の白山の

郷に戻るというようなことは考えていらっしゃらないんですか。その御希望というか、でき

れば今までいたところで療養したいということの御希望も何人かから、多くの方から出され

ているかというふうに思うんですが、その移った後についてはどのような対応をするんでし

ょうか。 

○吉村委員長 瀬尾高齢福祉課長。 

○瀬尾高齢福祉課長 そのあたりもまだ決定ではないんですけれども、考え方としましては、

移転した後に、また環境が変わるというのは御本人様の負担はかなり大きかろうということ

もございますので、ただ、御希望がある場合には、決して戻れないということではございま

せんので、それもお一人お一人、丁寧に対応していきたいと思っております。 

○吉村委員長 関川副委員長。 

○関川副委員長 ぜひ、今までの白山の郷がよかったということでね、基本的には同じ環境の

ほうが私はいいなというふうに思うんです。新たな環境になると認知症がひどくなったりと

いうようなこともありますので、ぜひ御家族や御本人の希望をきちっと聞いていただいて、

移動に際しては慎重に行っていただきたいということをお願いをしておきたいというふうに
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思います。そういうことでお願いをしておきたいと思います。 

 それから、説明会ですけれども、この間、法人の関係もあって、入所者と家族の方にまず

御説明をしてということから始まったんだというふうに思いますけれども、先ほども言いま

した、区民の皆さんの運動によってこの白山の郷が1997年にできて、本当に区民のための介

護事業を展開していただいたということでは、これは区民の宝でありますし、地域住民の

方々の宝でもあります。ぜひ近隣住民、あるいは区民のための説明会も、改修のための説明

会ではなくて、今回、法人が変わることそのものについての説明会はきちっと開いていただ

くことが大事だというふうに思いますので、これは要望しておきたいというふうに思います

ので、ぜひ説明会を開いていただきたいということをお願いしておきます。 

○吉村委員長 阿部介護保険課長。 

○阿部介護保険課長 後継法人が選定された暁には、御家族の方に説明会を開催する予定で、

それは御家族の方からも御要望いただいていますので、適宜、情報提供はさせていただく予

定でございますが、広く近隣住民の方に説明会ということは特に考えてございませんが、必

要に応じて、その後継の法人のほうからそういった御説明なり情報提供というのはしていた

だけるものというふうに考えてございます。 

○吉村委員長 以上で報告事項１、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷及び文京白山高齢

者在宅サービスセンター等の土地建物及び建物の貸付に関する事業継承者の選定について、

報告事項２、旧区立特別養護老人ホーム文京白山の郷の大規模改修についてを終了いたしま

す。 

 それでは、保健衛生部より３件。 

 まず、報告事項３、湯島三丁目地域におけるネズミ緊急対策についての御説明をお願いい

たします。 

 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 それでは、資料第３号、湯島三丁目地域におけるネズミ緊急対策につい

て御説明いたします。 

 本件は、昨年11月議会の後に緊急対策として実施した事業ですので、既に着手済みでござ

います。事後となり恐縮でございますが、今回、御報告をさせていただきます。 

 まず、１の趣旨でございますが、繁華街におけるドブネズミの出没の状況が特に顕著と考

えられる地域において、ネズミの緊急対策を実施するというものです。 

 ２の実施地域でございます。湯島三丁目35番から46番までということで、資料に記載の地
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図の太枠のエリアが実施地域となっております。 

 ３の実施内容ですが、まず、(1)の生息調査・防除作業、こちらは業者委託によりエリア

内に殺鼠剤を含む餌箱を設置し、食べた状況から生息状況を把握するとともに、絶対数の減

少を図るというものです。併せまして、夜間のゴミの状況について巡回点検を行い、区内店

舗等への周知・啓発につなげてまいります。(2)のネズミ忌避剤等の配付でございます。こ

ちらは、エリア内の町会等に忌避剤等の物品を配付するというものでございます。(3)ゴミ

の管理方法に関する周知・啓発ですが、こちらはネズミを防ぐためのゴミの管理方法等につ

きまして、印刷物の配布等により、町会等や事業者に周知・啓発を行うものです。 

 ４の実施時期でございます。令和５年12月から令和６年３月下旬までとなっております。

なお、上の実施内容の(1)から(3)の取組のうち、(2)のネズミ忌避剤等の配付につきまして

は12月下旬から、(1)と(3)の事業につきましては、１月中旬から既に実施をしているという

ところでございます。 

 ５のその他でございますが、同地域の令和６年４月以降の対策につきましては、本事業の

効果や隣接する台東区との情報交換を踏まえて検討してまいります。 

 資料第３号につきまして、説明は以上です。 

○吉村委員長 続いて、報告事項４、文京区感染症予防計画（案）についての御説明をお願い

いたします。 

 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 それでは、私から資料第４号、文京区感染症予防計画（案）について御

報告いたします。 

 １の概要です。令和４年12月に感染症法が改正され、新型コロナウイルスへの対応で得ら

れた知見を踏まえ、これまで都道府県のみが策定しておりました感染症予防計画の記載内容

の充実が図られるとともに、保健所設置区市におきましても、都道府県予防計画を踏まえた

新たな予防計画の策定が義務付けられました。このたび、案がまとまりましたので、御報告

いたします。 

 ２の計画内容です。東京都の予防計画と整合性をとって策定する必要があることから、章

立てにおきましても、都の予防計画に準じて、以下のとおりの４章立てとなっております。 

 ３の文京区感染症予防計画（案）についてです。 

 (1)の計画（案）の概要についてです。別紙１のとおりで、計画策定趣旨、位置付け、期

間、期間は令和６年から11年までの６年間です。計画の主な記載事項、各章ごとの概要、数
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値目標についてまとめております。 

 (2)の計画（案）につきましては、別紙２のとおりです。記載項目につきましては、国の

策定ガイドライン及び東京都感染症予防計画に準じて策定する必要があり、区独自としての

検討項目としては、主に有事の際の保健所体制の部分となります。 

 53ページの第３章の有事の際の保健所体制の整備の部分及び最終ページの59ページの人員

確保における数値目標についてお示ししております。フェーズごとに想定される感染規模か

ら、コロナの経験にて実際にて行われた流動体制や派遣等の状況を分析の上、人員体制の確

保の計画の数値目標を求めました。 

 マル１の流行初期は、発生の公表１か月を目途としており、この時点では、感染の封じ込

め期として、患者対応に加えて、家族等の接触者を全数把握し、対応する時期になります。

必要人員は84名を想定しております。 

 マル２の流行初期につきましては、発生の公表１から３か月の時期とし、急速な感染拡大

防止のために、患者中心の対応を行う時期です。必要人員は111人を想定しております。 

 マル３の流行初期以降は、発生の公表後６か月以内を想定しており、感染爆発時期であり、

トリアージを行いつつ、ハイリスク者対応が中心となる時期になります。必要人員は138人

を予定しております。 

 また、コロナの際は、当初流動、その後、人材派遣や疫学調査のＤＸ化、委託人材依頼と、

そのたびごとに業務を切り出してまいりましたが、流行初期、発生公表の後、速やかに、つ

まり、マル１の時点で人材派遣委託の準備を考えていきたいと思っております。 

 その他、コロナ禍において、区で独自に取り組んだこともなども記載してございます。 

 なお、庁内検討会として、文京区感染症予防計画対策検討会を、新型インフルエンザ等感

染症医療体制検討会にて、庁外の関係者の皆様に御意見をいただき、計画案に反映させてお

ります。 

 お戻りいただきまして、４の今後のスケジュールになります。現在実施しておりますが、

１月12日から２月13日にパブリックコメントを実施させていただき、２月の厚生委員会にて

計画の最終案について御報告、３月に計画策定といたします。 

 御報告は以上となります。 

○吉村委員長 ありがとうございます。 

 続いて、報告事項５、乳幼児健康診査の検査項目の変更についての御説明をお願いいたし

ます。 
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 大塚保健サービスセンター所長。 

○大塚保健サービスセンター所長 資料第５号、乳幼児健康診査の検査項目の変更について御

説明いたします。 

 区が実施します３歳児健康診査は、目の疾病及び異常についても検査、確認することとさ

れているところでございます。乳幼児の弱視は、早期発見することで治療が可能であること

から、目の状態を計測する屈折検査を令和６年４月より追加実施いたします。また、母子保

健法施行規則の一部改正に伴う省令の変更に基づき、各乳幼児健診の項目について見直しを

行うところでございます。 

 変更内容については、２点になります。３歳児健診の視力検査に専用機器を用いた屈折検

査を両保健サービスセンターで追加実施いたします。次に、４か月及び１歳６か月健診にお

ける胸囲測定並びに３歳児健康診査における頭囲測定を廃止するところでございます。 

 今後の予定ですが、本格実施をします今年の４月を前に、３月に実施します３歳児健診に

て実践テストを行いまして、課題を洗い出して、４月の本格運用に備えてまいります。また、

健診測定の内容につきましては、４月から変更となります。 

 御報告は以上となります。 

○吉村委員長 それでは、報告事項３、湯島三丁目地域におけるネズミ緊急対策についての御

質疑をお願いいたします。 

 御質疑は簡潔明瞭にぜひお願いいたします。 

 それでは、のぐち委員。 

○のぐち委員 では、報告事項３号、湯島三丁目地域におけるネズミ緊急対策についてお伺い

いたします。 

 今回は台東区と合同で行われるということで、文京区独自ではないということと、あと、

私も行ったことがあるんですけれども、繁華街は非常に雑多なところで、たくさんの方たち

が、飲食店であったり、あと、お客さんがいらっしゃるところであったりということで、公

衆衛生上も確かに課題があるんだろうなということで対策はされるとは思うんですけれども、

実際に文京区のほかの地域においても、ネズミが、今年の冬、特にどのくらい殖えていると

か、そういった報告はあるのかどうかというのをお伺いしたいと思っています。 

 というのは、熱田課長には何度か私のほうでもお願いをしているんですけれども、私は小

石川の環三通りの近くに住んでいるんですけれども、近隣住民の方から、店舗であったり住

宅のところにネズミが特に秋頃から殖えていて困っているという話が幾つかあって、本当に
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殖えているんですよねなんて言っていたんですけれども、これは文京区中で実際殖えている

のか、特に地域であったりというところで、何かその特色があるのかというのは、何か違い

がありますでしょうか。 

○吉村委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 やはり湯島に限らず、区内のほかの地域でもネズミの数は増えているん

だよねという声はお聞きいたします。実際に私どものほうに寄せられる相談とか苦情の件数

というのも、最近増えてきているという状況でございます。 

 そうですね、今回は湯島というエリアを限定した対応というふうにはなりますけれども、

今回実施する事業の効果等も含めまして、また、ほかの地域のネズミ対策というほうにも生

かしてまいりたいというふうに考えております。 

○吉村委員長 のぐち委員。 

○のぐち委員 ぜひお願いします。というのも、今、課長がおっしゃったように、ほかは地域

でも、要するに普通の住宅街においてもネズミが殖えているということは、何らか違う生態

系で、今までと違う形で殖えていたり、巣が思ったよりも減らなかったりということがある

と思うんですね。だから、自然が近いからネズミが殖えたのではなくて、本当に今まで何も

ないようなところの住宅地でもどこかから発生して冬を越える可能性があるということです

ので、対策をとっていただきたいのと、あと、今回、報告を４月以降についてまとめるとい

うことがあると思うんですけれども、これについては対策と、それを全区的に広げられるよ

うな形でやるということを、ぜひ委員会にも御報告いただいて、広げていただきたいという

ふうに思っておりますので、それについては、この対策が終わった後、その総括については

御報告いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○吉村委員長 それでは、たかはま委員。 

○たかはま委員 ２点ありまして、まずは選定のプロセスについてです。昨年の11月に山本委

員が質問されていて、それに対して、またネズミの対策については今後検討していきますと

あってから、12月から実施というところで、このタイミングですぐ行動してやったのかどう

なのかというところ。どこの事業者にお願いして、幾らで発注しているのかが１点の質問で

す。 

 もう一つは、夜間のゴミの状況について巡回の点検を行っていくということでありました

けれども、個々の状況についてどんなふうに調査をしていくのか。周知・啓発は何を目的に
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やっていくのか、お伺いしたいと思います。 

○吉村委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 まず、昨年11月以降の動きですけれども、議会の後、すぐにやろうとい

う方針を決定いたしまして、事業者につきましては入札で、この(1)の事業ですね、こちら

につきましては、入札のほうを緊急に契約管財課のほうにお願いしまして、入札により実施

をいたしました。入札の結果ですけれども、もともと見積り400万円ぐらいを想定していま

したところ、落札262万9,000円という額で落札をしております。そうした契約手続を年内行

いまして、この委託事業につきましては、その後、町会等との協議も含めて、１月の中旬ぐ

らいからスタートしたという状況でございます。 

 それから、巡回・点検ですけれども、こちらも１月に入ってから行っておりまして、現時

点では１回、業者に点検をしていただいています。夜中の１時から３時ぐらいの時間帯、既

に飲食店等が閉店して、ゴミが出されている状態を見て、例えば蓋つきのゴミ箱に入れてい

ないとか、ネズミが食べやすいような置き方がされているというようなところをチェックし

て報告をいただいています。この１回のところの結果でいきますと、大体半々ぐらい、しっ

かりと対策をしているところが半分、そうでないところが半分という報告を受けていますの

で、そういった報告も踏まえて、我々保健所のほうで、今後、その事業者のほうにまた啓発

をしていきたいと思っております。啓発に当たっては、いわゆるチラシ、印刷物を作成しま

して、それを配りながら、説明をしていきたいと考えております。 

○吉村委員長 たかはま委員。 

○たかはま委員 ありがとうございます。山本委員が、この後、質疑されるか分からないので

勝手に代弁しちゃいますけど、区民の声を聞き取った必要なことを提案して、役所が迅速に

動いてくださったというのは大変ありがたいし、いい事例だなというふうに思います。 

 ２点目の質問で、夜間の収集の目的というところで、蓋つきのゴミ箱もオーケーというこ

となんでしょうかね。要は、夜間営業しているお店が、もう夜に出すしかないという営業形

態もあるんだと思うんです。そういったところに蓋をつけて出すことで、ネズミに食べられ

ないような対策ができることで殖えないような対策もできていくというところは業者さんの

巡回で確認していくということですね。分かりました、ありがとうございます。 

○吉村委員長 それでは、山本委員。 

○山本委員 11月の代表質問で質問させていただきまして、当時は検討するということだった

んですが、早急に対策をしていただいたということで、まず感謝を申し上げたいというふう
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に思っております。 

 幾つか質問する中で、今、お話があったように、地元の町会ですとか、団体ですとか、い

ろいろ説明があって、非常に文京区はすぐやってくれるなということで大変好評を得ており

まして、非常にありがたいというふうに思っております。今、調査をやっているということ

で、ネズミの仕掛けをやっているという報告というかお話も中できております。今後、これ

もお金をかけて予算をつけてやっていただいたということなんですけれども、ぜひ、その結

果を今後生かしていただきたいというふうに思っております。 

 １点は、これ実は去年のやっぱり暑い時期でしたね。夏ぐらいでしたよね、たしか。本当

にネズミの被害が多くて、ある方はネズミの動画を撮っていただいて、特に夜中は縦横無尽

に走り回っている姿が流れたりしておりまして、私も若干被害を受けた１人でもあるんです

けれども、そういったことで、調査を今やっている時期なんですけれども、これは釈迦に説

法というか専門のプロの業者に対して私が言うことではないかもしれませんが、今の時期の、

早くやってくれたほうがいいんですけれども、調査時期ですね、季節による調査、これを春

夏秋冬やれということじゃないんですけれども、その辺、業者さんがさじ加減じゃないです

けれども、プラス、マイナス、１年を通してネズミの繁殖が多い時期ですとか、活動が少な

い時期とかはあるんですけれども、どっちかというと、今、あまり出てきていないというよ

うな声は聞いているんですけれども、今のこの時期に調査して、それが100％、その実施結

果が次に生かされるに当たって、業者さんがしっかりその辺、季節的な時期的な違いなども

含めた調査をしていただけるのか、その辺ちょっとお聞きしたい。 

○吉村委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 今回、御要望いただいたタイミング等も含めて迅速に対応したというこ

とで、この時期に行っているところでございますが、実は、こういった殺鼠剤を使った、い

わゆる駆除的なものにつきましては、夏よりも冬のほうが適しているという状況でございま

す。というのは、死骸が夏ですと腐りやすいので、そういった意味では、冬のほうが殺鼠剤

を使った事業としては適しているというところがございます。あとは、冬になると、多少、

やはり寒くなるので、ネズミの活動は少し落ちるんですけれども、実際、いないわけではな

いので、冬になると、例えば蚊のように急にいなくなるものではございませんので、ちゃん

といますので、そういった意味では、この時期にやるというのは、いろいろな意味で有効で

あるというふうに考えております。 

 今後、また、こうした事業を来年度以降、行っていく場合は、いろいろな季節的なところ
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も考えて検討してまいりたいと考えております。 

○吉村委員長 山本委員。 

○山本委員 説明でよく分かりました。いないことはないということですから、ぜひそういっ

た仕掛けをやっていただいて、きちんとした調査を出していただきたいというふうに、実行

していただきたいというふうに思っておりますが、ここからちょこちょこっといきますが、

まず、この中で、忌避剤の配付ということで、もう既にさせていただいているということな

んですが、私の勘違いだったらごめんなさい。ネズミ捕りシート、家庭用のは無料で配って

いるんですが、これは、ここの今回のエリアには適用されないのか、されるのかということ

が１点。 

 それと、あと、先ほど、周知・啓発方法ということで、いわゆる店舗ですよね、事業者さ

んにも行くということなんですけれども、聞き間違いだったら申し訳ないんですけど、紙を

持って回るというようなお話を聞いたような気がするんですが、そういうことではないと思

うんですけれども、実際、面談で、例えば店舗ですとか事業者さんに対して、行く時に、ぜ

ひフェイス・トゥ・フェイスで、そういった説明をしていただきたいというふうに思うんで

すが、それに当たっては、皆さん、営業時間とかがありますものですから、ぜひその辺の御

配慮をいただいて、お店の都合のいい時間になるべく合わせていただければというふうに思

っています。その辺はどうかなというところ。 

 あとは、さっきどなたかが言っていた、のぐち委員かな、台東区とのということなんです

けど、やっぱりこれ、千代田区や新宿区さんは先駆的に条例もつけてやっているということ

なんですけれども、やっぱりここは広域的に、特に湯島地域は隣接区が台東区ということで、

この不忍通りから向こう側の不忍池側のほうのエリアも、あそこも仲町通りという大きな繁

華街がありますから、その辺まで台東区と連携しながら拡大できるのかどうか。その辺を聞

いて終わりにしたいと思います。 

○吉村委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 まず、物品の配付のところでございます。資料では忌避剤等と書いてご

ざいますけれども、忌避剤のほかに、ネズミ捕りの粘着シートと、あと殺鼠剤のほうも配付

をしております。 

 それから、周知・啓発のところですね。こちらにつきましては、そのチラシを町会等に配

って、町会の中で周知していただくということと、あとは、我々もいろいろな場面を捉えて、

例えば、今回の調査をして、ゴミの出し方にちょっと問題があるようなところにはピンポイ
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ントで行って、御説明をして、チラシを渡して、御協力をお願いするというようなところと

か、あとは、日頃、食品衛生関係で、この地域、検査に入ったりとかがありますので、そう

いった機会を活用して、できるだけ多くの事業者の方に周知をしてまいりたいと考えており

ます。 

 やはり、その時間帯のことにつきましては、そうですね、例えばお昼のすごく忙しい時間

帯とかに行くと御迷惑なので、そのあたりも時間を選んで行くようにしたいと考えています。 

 それから、台東区との区境のところですけれども、今回、この湯島三丁目のエリアの北側

に不忍通りが、不忍池がありまして、そこのところが台東区になります。ここが上野二丁目

に当たりますけれども、そこのエリアも、今回、大体同じぐらいの時期に同じような事業を

実施しています。ですので、今回は台東区と一緒に、この太枠のエリアよりももっと広い部

分について、不忍池に至るところまでやっているという状況になっております。来年度につ

きましては、台東区と御相談して検討してまいりたいと考えております。 

○吉村委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。粘着シートで実際にネズミを捕るときに、引っかかっ

たときに、家庭の話でも共通なんですけれども、それを捕まえたと、いけにえみたいな感じ

になっちゃうんですけれども、完全には死んでいないんですよね。あれを今度は捕まったは

いいんだけど、その後、おうちの方ですとかお店の方ですとかが処分するのが結構シビアで、

その辺を何か指導とかをやって、私、昔、副区長と雑談でそんな話をしたら、昔は我々の時

代は、副区長の田舎なんかは、おりみたいな仕掛けをして、そのまま出られないようにして、

いけにえにして、水の中に沈めて水死させちゃうというんだよね、地方のほうでは。そんな

感じで、今、シートだと結構グロテスクで、どうやって今度は処分を、燃えるゴミにするの

か何だか分からないんですけれども、その辺ちょっと指導していただきたいなと思うので、

よろしくお願いいたします。 

○吉村委員長 質問は以上ですか。 

○山本委員 以上です。 

○吉村委員長 では、松丸委員。 

○松丸委員 私、１点だけ。この繁華街での調査のあれなんですけれども、特に住宅でこれを

いわゆる解体して、また、近くのマンションを建て替えるとか、結構、広範囲の中でそうい

う、これは繁華街ではないんだけれども、そういったときには必ずネズミが発生するという

苦情というのは、それは今だけじゃなくて、従来からもう出ていたと思うんですけれども、



令和６年１月２５日 厚生委員会（速報版） 

－３４－ 

今後、その辺のことも含めた対策というのは、今、やっている中で、どう進めていくかとい

うことを教えていただきたい。 

○吉村委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 まず、御指摘のとおり、やはり大きなビルとかが解体されると、そこに

潜んでいたネズミがほかへ逃げてくるので、一時的にその周辺のネズミが殖えるという状況

にはなるかと思います。現在、区のほうでは、ネズミの防除訪問診断ということで、家の中

にネズミが入ってこないように、専門の事業者を派遣しまして点検をして、ここを塞いだほ

うがいいですよとか、そういったアドバイスをさせていただいているのと、あとは粘着シー

トのサンプルを配付するという事業をしております。 

 今回、このエリア以外では、基本的には、今、申し上げた対応にはなるんですけれども、

やはり今回の事業の中で、こういった生息調査というのはなかなかほかではなじまないかな

とは思うんですけれども、いろいろ物品の配付とか、ゴミの管理に関する周知・啓発とかと

いうところは、効果があればほかのエリアでもやっていける余地はあるかなと考えておりま

すので、そうしたところを今回の事業の結果を踏まえて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○吉村委員長 松丸委員。 

○松丸委員 分かりました。ぜひ、その辺、しっかりと取り組んでいっていただきたいと思い

ます。 

 かつて、築地のあれが豊洲に移転するときに、大変ネズミが発生したということで大きな

話題になったので、それはあれだけの広大な敷地であるからそうなんですけれども、やっぱ

りこれから文京区の中でも、地域によっては木造の家で建て替えるとか、そういうところも

これから増えていく部分もあるので、その辺も視野に入れながら、しっかりと対策をとって

いただきたいと同時に、こういったネズミのあれになってくると、悪徳事業者みたいなもの

が必ず何か出てきてね、特に高齢者の家なんかに。そういうこともきちっと周知徹底してい

かなきゃいけないのかなと。そういう悪徳業者を排除していくということも、その辺も含め

てしっかりと考えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○吉村委員長 浅田委員。 

○浅田委員 私の住んでいる千駄木も、木造で、台東区、荒川区と区境のところに、よみせ通

り、谷中ぎんざという繁華街、飲食店が並んでいて、ネズミが道路を横断しているような、

そういう光景を見かけます。 
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 それで、お伺いしたいのは、先ほど発生が特に顕著なエリアというふうにおっしゃいまし

たけれども、今後、例えば千駄木のよみせ通りを中心としたところでやりたいというような

場合の、特に顕著なという明確な基準はないのかもしれませんけれども、一定、どの程度を

もって、ここはネズミが多く発生しているエリアなんだなというような判断を所管の課とし

てはされるのかということが、これが一つ。 

 併せて聞きます。それから、ネズミ対策の基本的な考え方として、先ほど山本委員が言わ

れた捕まえるというやり方ね、僕なんかは子どもの頃、油揚げを餌にしてばしんと追い込ん

で水にじゃぼっとつけるというような、知っています。シートに乗っけてくっつけるという、

いわゆる捕まえるというやり方。それから、殺鼠剤で殺してしまうというやり方。それから、

このエリアには来ないようにするというやり方があると思うんですけれども、場所によって

どういう方法がいいのかというのはあるかと思いますが、区の基本的な考え方ですよね、ネ

ズミ対策の考え方をお願いしたい。 

 それから、併せて、基本的には、かまれたというよりは、衛生上の問題が一番大きいと思

うんですよね。ネズミはいろいろな細菌、病原菌を持っていて、その行動範囲によって、そ

れをまき散らすというか、広めてしまう動物ですので、その辺の衛生上の課題として区民の

方に周知・啓発というか、こういう対応がいいというようなことも含めてお願いしたいと思

います。 

 以上の質問についてお願いいたします。 

○吉村委員長 熱田生活衛生課長。 

○熱田生活衛生課長 まず、ネズミが多い地域というのはどのように判断するかというところ

ですけれども、まず、区民の方から寄せられる様々な御意見ですとか、実際に現地に行って

みたりとかも場合によってはいたしますし、あと、例えば、今回で言えば台東区との区境で

したので、台東区さんとも情報共有をして、この辺は確かに多いですねみたいな、そういっ

た情報共有、様々な形で情報収集をして判断をしてまいります。なかなかどれだけいたらと

明確な基準はないんですけれども、様々な要素を勘案して判断していきたいと思っておりま

す。 

 それから、ネズミ防除の考え方。そうですね、環境的防除という、入ってこないようにす

るとか、餌を置かないようにするとか、そういう環境面での防除と、あとは物理的な防除、

トラップを仕掛けたりというところですね。あとは科学的な防除ということで、毒餌とか忌

避剤で防ぐ。大きくその三つの考え方がありまして、現在、この湯島の事業が始まる前のと
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ころでは、環境的な防除、餌の管理とか、通路の遮断とか、あるいは物理的な防除、粘着シ

ートによるトラップというのを中心に考えておりまして、今回、殺鼠剤とか忌避剤という、

いわゆる化学的防除というほうを湯島のほうで、ある意味、試験的な意味合いも含めて実施

したというところでございます。今後、このあたり、いずれにしてもどれか一つだけでは駄

目だと思いますので、この３種類をうまく組み合わせて、その地域の実情に応じて、どうい

う形で組み合わせていいかというところを我々としても考えて、また、区民の方にも周知を

していけたらというふうに考えております。 

○吉村委員長 浅田委員、まとめてください。 

○浅田委員 ぜひお願いをいたします。それで、今回の台東区とね、ある意味、セットでやる

と、これは大切なことだと思うんですよね。ぜひお願いをしたいと。 

 最後のお願いというのは、やった結果なんですよね。これが、伺ったところでは、なかな

か判断は難しいというふうには伺っています。ただ、予算をつけてやる以上は、その結果に

ついて何らかの検証は問われるんじゃないかなと思いますので、それをぜひお願いします。

場合によっては、またやらなきゃいけないかも分からないんじゃないですか。ですから、ぜ

ひ、その結果についての検証は、今、されている最中だというふうに伺っていますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○吉村委員長 それでは、報告事項３を終了いたします。 

 続いて、報告事項４、文京区感染症予防計画（案）についての御質疑をお願いいたします。 

 御質疑がある方は挙手をお願いいたします。 

 のぐち委員。 

○のぐち委員 時間も迫っておりますので、概要を拝見したところで気になるところだけ聞か

せていただきたいと思っております。 

 数値目標のところで、その前に、ごめんなさい、４の計画の主な記載事項のところで、基

本的な考え方と、これからのいわゆる保健行政の在り方というところと、今後のパンデミッ

クに対する対応であったりとかを書かれているかと思うんですけれども、その次の数値目標

のところで、保健所の感染対応業務を行うということで、人員を確保していって対応をどん

どん増やしていくんだということが計画にも盛り込まれているかと思うのですが、発生初期

の段階で人数が84名の方がいらっしゃるということなんですけれども、これは保健師さんと

か医療関係者というか、その業務に当たられる方が84名なのか、事務の方も含めた人数なの
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かということを伺いたいと思います。併せて、発生初期の111名、138名についても、計画で

結構ですので、まず、この内訳を教えていただけますか。 

○吉村委員長 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 まず、発生初期マル１の時点では、専門職・医療職31名、事務53名の内

訳。２番目の流行初期に関しましては、専門職43名、事務68名。マル３の流行初期以降につ

きましては、専門職47名、事務91名での想定をしております。 

○吉村委員長 のぐち委員。 

○のぐち委員 分かりました。平時の保健所体制というのは、一体何名でやられているのかと

いうことが分からなかったんですけれども、実際、84名というのは、すぐ増やせる数字なの

か、莫大なというか、結構多めの人数を１か月以内で集めるような目途になっているのかと

いうのは、いかがなんでしょうか。 

○吉村委員長 質問がほかにあったらまとめてください。 

（「はい」と言う人あり） 

○吉村委員長 では、御答弁をお願いします。 

 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 平時の対応といたしましては、保健師、感染者に対応する人数は８名で、

事務も８名となっております。区内の正規の専門職、保健師、医師を含め、約50名おります

ので、当初の31名というところには、急にというところは難しいかもしれませんが、段階的

には集められると考えております。 

○吉村委員長 のぐち委員。 

○のぐち委員 分かりました。では、最初の１か月については、区内にいらっしゃる職員であ

ったり従事されている方たちで賄える人数であるということなんですね。それ以降について

は、ほかのところとの協力も既に進めてあるということでよろしいんでしょうか。分かりま

した。であれば、これからもこの体制をつくってやっていただければいいかなと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○吉村委員長 続いて、浅田委員。 

○浅田委員 まとめてお伺いいたします。まず、８ページ付近の都による総合的な調整という

用語がありますけれども、とにかくこの問題は誰しも専門家の先生、部長を含めて、専門家

の方も含めて、私たちも全く初めて経験したことなわけですよね。ですから、これはやっぱ

りみんなが反省すべきところは反省するだろうし、生かすところを生かすべきだというふう
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に思って、非常にこれは大切な仕事だと思いますので、ぜひ深めていただきたいというのを

前提に、８ページ付近で、一番ね、私たちが見ていて、いや、どうなんだろうと思ったのが、

国が決めます、これはワクチンの供給であったり、隔離体制であったり、医療体制であった

りを決めます。これが都に下りてきて、文京区に来る。そうすると、テレビでぱっとワイド

ショーとかニュースで報道する。ところが、実際に下りてくるのが遅いだとか、数が違うだ

とか、もう本当にその辺の日々苦労されたということなんですが、区民からすると何をやっ

ているんだというような声にもなっちゃうわけですよね。ですから、その連絡体制、それか

ら調整ということについて、ぜひ、これはね、国と都が絡んでくるわけですから難しいと思

うんですけれども、この辺についての体制の確立というのをぜひお願いをしたいということ。 

 それから、これは９ページ辺りの関係機関との調整、これは特に区内の医療機関、医師会

含めて、こことの連携ですよね。これがどうだったのかということについて、できれば具体

的に。 

 それから、ページでいうと28ページ付近の区民の責務の中の正しい知識、これが、あの当

時を振り返れば、もう本当に物すごく怖い恐ろしいものが来たというような、そんな声もあ

りましたし、この点について。 

○吉村委員長 浅田委員、まとめてください。 

○浅田委員 それから、53ページ辺りの人員体制、これは区の体制ですよね。職員体制がどう

だったのかということ。こうしたことを本当に次に生かせるように、ぜひやっていただきた

いということで、ちょっと個別になりますが、以上です。 

○吉村委員長 小島予防対策課長。 

○小島予防対策課長 国や都との体制ですけれども、国や都のほうからなかなか情報がという

ところがありますが、東京都のほうも連携協議会というのを、週１、定期的にやるというふ

うに言っておりますし、我々も積極的に情報を取りにいくようにしていこうと思っておりま

す。 

 また、関係機関との連携につきましては、現在ある文京区の新型インフルエンザ体制協議

会というものがございまして、そちらも有効活用しながら、また、区内、大学病院、大きな

病院も多いですし、医師会との連携も深めてまいりたいというふうに考えております。 

 区民の責務としての正しい知識というのも、ホームページや区報など、いろいろな媒体を

使って保健所や区のほうからも正しい知識を発信してまいりたいと思います。 

 人員体制につきましても、先ほど、のぐち委員のほうにも申し上げましたとおり、当初は
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庁内体制というふうにはなりますが、コロナ発生当初の際には大変疲弊したということもご

ざいますので、早い時期からの人材派遣であったり、委託であったりというのを並行して考

えていくという体制を考えております。 

○吉村委員長 たかはま委員。 

 簡潔にお願いします。 

○たかはま委員 全体を通して、今回の新型コロナを踏まえた反省点みたいなところがもう少

しあって、災害時の地域防災計画みたいな業務フローのようになっていたほうがいいのかな

というふうには拝見しておりました。これは私の感想です。 

 質問は１点で、55ページのＨＩＶ／エイズ、性感染症対策のところ。性感染症というのは、

やはり性教育と不可分のものだと思うんです。ただ、この計画の中では、例えば56ページに、

「感染状況に応じた普及啓発」というふうに書いてあるように、病気に対して普及啓発して

いくというふうな認識なのかなというふうに私は受け止めました。そうではなくて、子ども

たち、セクシュアルデビューの前の世代の方々に性教育と併せて行っていくほうが効果的な

のではないかなというふうに思います。これは教育に任せず、区として行っていくべきだと

思います。 

 先日の決算審査特別委員会では、オカモト株式会社さんが小学校で行っている教育を例に

挙げて提案させていただきましたけれども、この計画をつくるに当たっての文京区としての

考え方をお伺いします。 

○吉村委員長 小島行防災策課長。 

○小島予防対策課長 感染対策に関しまして、感染状況をお知らせするというのも大切なこと

だとは思っております。また、未成年の方へのアプローチといたしまして、衛生部としまし

ては、レッドリボン展や区内の大学への梅毒の啓発、増加の注意喚起なども行っております。

また、学校につきましては、「フォー・ユア・グレート・フューチャー」という冊子を中三

の方にお渡しして、その中に性感染症のことも記述しております。出前講座という形で区内

の中学に御希望があればＨＩＶ／エイズ、性感染症等に関する講座を行っておりますので、

今後はさらにそちらの連携を深めてまいりたいというふうに考えています。 

○吉村委員長 たかはま委員。 

○たかはま委員 せっかく取り組んでいただいているのに、この計画には出てこなかったので、

ぜひその文言を入れていただけるとありがたいなと思います。 

 以上です。 
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○吉村委員長 関川副委員長。 

○関川副委員長 私は要望だけに。 

○吉村委員長 一言で。 

○関川副委員長 ページ15のところに感染症の分類が載っていますけど、やっぱり近年の感染

症の中でも、今回のコロナ、令和２年、３年、４年と猛威を振るいましたけれども、大変な

事態となったということで、今回の計画を東京都を中心として文京区も立てるということで

したけれども、やはり、この間、様々なことをやられましたよね。入院調整とかは東京都で

やっていますけど、文京区としてHER-SYSを活用したりとか、あと、緊急でやむを得なかっ

たということもありましょうが、民間救急車による患者搬送とか、あと、相談対応、患者調

査、健康観察等々のことについては、今回、本当に大変な状況の中で、一部、外部委託した

りというようなことがありましたけれども、その辺のところで検証をよくして、この計画の

中にも盛り込んでいただきたいということと、先ほど、のぐち委員がおっしゃっていました

けど、３期に分けて保健所の体制ということでありますけれども、この間、３年間で予防対

策課の総数や、それから保健師さん、保健サービスセンターのところでも人数が増やされて

はおりますけれども、やはり新興感染症、まだコロナも完全に収束したわけではありません

で、日本人が克服したわけでもないので、また、再興の感染症が起こることは十分に考えら

れますので、そういったときに十分に対応できるような体制を普段から整えておくことが、

やっぱり、今回のコロナの教訓から学び取ることかなというふうに思いますので、ぜひそれ

はお願いしておきたいのと、それから、地域防災計画の中に入っているのかもしれませんけ

れども、災害時の対応、今回の令和６年能登半島地震でも、避難所でコロナが発生したりイ

ンフルエンザが蔓延したりということで大きな問題になっていますので、ぜひ地域防災計画

との関わりの中で、災害対策のときにどうするのかということで、区の予防計画の中にも文

章として入れておくべきだというふうに思いますので、お願いをしておきます。 

 以上です。 

○吉村委員長 以上で報告事項４を終了いたします。 

 続いて、報告事項５、乳幼児健康診査の検査項目の変更についての御質疑がある方、挙手

をお願いいたします。 

 松丸委員。 

○松丸委員 もう時間もあれなので、副委員長が一番長く話をしていたよ。 

 この報告で、いわゆる乳幼児の健診に、今度、目の弱視のあれを入れるということで、こ
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れは令和元年の11月に私ども公明党が一般質問でも取り上げさせてもらったんだけれども、

そのほか、結構いろいろな各自治体でも既に導入がされていて、2021年度には愛知県の知立

市というところで、また、2022年には鹿児島県の伊佐市とか日置市でも、かなり全国的に自

治体で導入されてきているという背景があるんですけれども、そういった中で、いわゆる乳

幼児の目の異常というのはなかなか自覚できないと同時に、家族もなかなか気付きづらいと

いう一つ大きな課題があって、今回、こういった装置を導入して検査をするということで、

文京区としてどのぐらいの対象の人数になっていくのか。 

 それと同時に、この事業を実施することによって、今後、見えてくるいろいろな課題とか

が出てくるんですけれども、その辺、効果も含めてどういうふうに把握されているのかとい

うことをお聞きしたい。 

○吉村委員長 大塚保健サービスセンター所長。 

○大塚保健サービスセンター所長 こちらのほう、現状、スポットビジョンを入れていない段

階で、目のほうの精密検査まで行っている部分としては、件数としては135人、検査として

引っかかっているところです。近隣の荒川区のほうが導入している事例から考えますと、実

際に受診されている方々の16％ぐらいに、多分、精密検査が発生するだろうなというふうに

考えられるところでありますので、大体300人を超えてくるかなというところになってきま

す。そうしますと、精密検査を受ける医療機関の準備が非常に重要なポイントになっていま

して、現状、大学病院しか文京区内にないというところがありますので、両医師会のほうに

眼科医の方々の協力をいただくような形でお願いをしているところでありますので、来年度

からスタートする段階では、ある程度、受けられる環境も準備できるかなというふうに思っ

ているところです。 

○吉村委員長 それでは、以上で報告事項を終了いたします。 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○吉村委員長 その他、委員会記録について。 

 本日の委員会記録については、委員長に御一任いただきたいのですが、よろしいでしょう

か。 

（「はい」と言う人あり） 

   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――    

○吉村委員長 以上で厚生委員会を閉会いたします。 

午前 １１時５８分 閉会 


